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避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いについて

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した方等への必要な介護保険

サービスの確保については、多大なご配慮、ご尽力をいただき、厚く御礼申しあげます。

今般、別添のとおり、避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いに関

し、市町村の事務及び高齢者に対する必要な支援の内容等について取りまとめましたの

で、管内市町村に対し、事務を行う際の参考としていただくよう周知願います。



避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いについて 

 

 

１．市町村を越えて避難をしてきた高齢者の要介護認定事務について 

 

① 市町村を越えて避難してきた方で既に要介護認定を受けている方については、従

前の要介護度で介護サービスを受けることができること。 

また、要介護認定の更新時期に達した方が申請をすることができない場合、従前

の要介護度で介護サービスの提供を継続し、災害等が落ち着いた後に更新申請でき

ること。 

② 避難先の市町村において、新たに介護サービスが必要となった場合（心身の状態

が変化し区分変更が必要な場合や、避難前に受けていた要介護度が不明の場合を含

む。）の対応として、避難元（住所地）の市町村から要介護認定事務の委託を受け

ることにより、避難先の市町村において要介護認定を行うことが可能であるので、

積極的に活用していただきたいこと。 

③ ①及び②の取り扱いが可能であることを踏まえ、避難先の市町村は、避難所等の

高齢者に対して、 

○ 避難所等においても、ホームヘルプやデイサービス等の介護保険サービスが利 

用可能であることの周知（別添リーフレット等もご活用願います。） 

○ 要介護認定を受けていない者であって、介護保険サービスが必要な者に対する 

要介護認定の申請についての周知 

○ 地域の指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、避難所のボランティ

ア等の紹介を行う等、要介護認定の申請代行についての周知 

 等の支援を行い、適切な介護保険サービスの確保に努められたいこと。 

なお、要介護認定の申請の際に、被保険者証を消失等している方であっても、氏  

名・住所・生年月日の申し立てを受けた上で、当該申請を受理して差し支えないこ 

と。 

④ 避難した高齢者に係る要介護認定の事務処理に相当程度の期間を要する場合、

（申請日から起算して 30 日以上）介護保険法第 27 条第 11 項の通知に代えて、

電話等により30日以内に要介護認定が行えないことを申請者に伝えることも差し

支えないこと。 

⑤ 避難先の市町村において、事務の委託を受けて要介護認定を行う場合、介護認定

審査会の合議体の委員定数は 5 人を標準としているが、委員の確保が困難な場合に

は 3 人で審査判定をすることも可能であること。 

  なお、都道府県においても事務の委託を受け、介護認定審査会を設置して審査判

定業務を行うことが可能であるので、適宜、都道府県に相談されたい。 

 

 

 

 



 

２．避難先で提供されたサービスに対する保険給付について 

 

① 避難先の市町村は避難所等で介護サービスを受けようとする高齢者に対し、指定

居宅介護支援事業者の紹介等を行うこと。 

② ①において、要介護認定申請中の者について、指定居宅介護支援事業者にいわゆ

る暫定ケアプランの作成していただくよう協力を求めるとともに、暫定ケアプラン

作成の際の参考として、出来る限り速やかな認定調査の実施や一次判定ソフト等の

活用を行う等の支援を行うこと。なお、当該指定居宅介護支援事業者を介護保険法

第 24 条の２に規定する指定市町村事務受託法人とすることは可能であること。 

③ 要介護認定の申請日以降、指定居宅介護支援事業者の作成する暫定ケアプランに

基づき提供された介護サービスは、保険給付の対象となること。また、当該暫定ケ

アプランに係る費用も居宅介護支援費の対象となること。なお、東日本大震災によ

り被災した方等に対するケアプランについては、ケアマネジャー1 人当たりのケア

プラン作成件数が 40 件を超えても減額措置を行わないことが出来ること。 

④ やむを得ない事由により、要介護認定に相当の期間を要することが見込まれる場

合、事業者の経営の安定を確保する観点から、要介護認定の前に、介護報酬を介護

サービス事業者に支払うことも差し支えないこと。なお、国保連を通じて給付を行

う際には、避難元（住所地）の市町村において受給者情報を登録する必要があるた

め、避難先の市町村は、受給者情報の登録を依頼するなど、避難元（住所地）の市

町村と連携を図ること。 

⑤ 要介護認定の申請日（要介護認定の効力発生日）前に提供された介護サービスに

ついては、避難元（住所地）の市町村に置いて受給者情報の登録を行った上で、介

護サービス事業者が利用者より「代理受領」の委任を受け、避難元（住所地）の市

町村に届け出ること等の手続きにより、特例居宅サービス費を介護サービス事業者

に直接支払うことができること。 

⑥ なお、やむを得ない事由により、避難所等の高齢者に対して、指定居宅介護支援

事業者によるケアプランが作成されない場合において、当該高齢者自身が、市町村

や避難所のボランティア（ケアマネジャー等）等の支援を得て、サービス利用に係

る計画（いわゆるセルフケアプラン）を作成し、避難元（住所地）の市町村に届け

出た場合、上記と同様の取り扱いができること。この場合、当該届出に当たっては

避難先と避難元（住所地）の市町村の間で、適宜連携を図ること。 

⑦ 避難先の市町村は、セルフケアプランの作成に当たっては、区分支給限度額等に

配慮するよう促すとともに、可能な限り速やかに指定居宅介護支援事業者の紹介等

を行い、通常のケアプランによるサービス提供がなされるよう配慮を行うこと。 





被災された高齢者の皆様へ 

避難先などでも 

必要な介護保険サービスの利用が可能です 

 

 被災された高齢者の皆様に、必要な介護保険サービスを提供するため、

利用料の減免や避難先でもサービスの利用を可能とするなど、多くの対

応が行われています。   

このたび、被災された方の避難先などでの介護サービスの利用方法に

ついて、一問一答形式で取りまとめましたので、ご参考にしてください。 

 

Ｑ１．介護サービス利用時には、どこに相談するのでしょう？ 

Ａ 市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにご相談いた   

き、ケアマネジャーの紹介や、介護サービスの利用についてのアドバ 

イスを受けてください。 

 

Ｑ２．避難所にもホームヘルパーに来てもらえますか？ 

Ａ 避難所でも、ご自宅同様にホームヘルプを受けることは可能です。

また、避難先のお宅や旅館・ホテルでも同様です。 

 

Ｑ３．避難所にいてもデイサービスを利用できますか？ 
Ａ 避難所からでも、デイサービスを利用することは可能です。また、

避難先のお宅や旅館・ホテルからでも利用できます。 

 

Ｑ４．被保険者証が見つかりません。 

Ａ 被保険者証をなくした、ご自宅にあるが取りに戻れないなどにより、     

お手元に被保険者証がない場合でも、氏名・住所・生年月日を介護事

業者にお伝えいただけば、介護サービスが利用できます。 



Ｑ５．被災により介護が必要になりました。要介護認定を受け 

ていないのですが、どうすればよいのですか。 

Ａ できるだけ早く要介護認定の申請を行ってください。なお、要介護

認定の申請前に受けたサービスについても、特例的に介護サービスと

して利用が可能となる場合があります。詳しくは、市区町村の介護保

険担当窓口にご相談ください。 

 

Ｑ６．被災したため、利用料の支払いが難しいのですが。 

Ａ 被災により財産に著しい損害を受けた方などについては、介護保険 

サービスの利用者負担を支払う必要はありません。詳しくは、市区町 

村の介護保険担当窓口にご相談ください。 

 

Ｑ７．被災地から他の市区町村に避難しました。介護サービス 

を利用できますか。 

Ａ 住民票の異動を行わなくても、避難先の避難所あるいはご家族のお 

宅などで、ホームヘルプなどの介護サービス利用ができます。まずは 

避難先の市区町村や地域包括支援センターにご相談ください。 

 

Ｑ８．使っていた杖や車いすがなくなってしまいました。 

Ａ 杖や車いすをなくされた方は、もう一度レンタルをすることができ

ますので、お早めにケアマネジャーや福祉用具レンタル業者にご相談

ください。 

 

生活機能の低下に注意しましょう ！  
 

避難所での生活は動き回ることが不自由になりがちです。このように

生活が不活発な状態が続くと、生活機能が低下することがあります。 

避難所で生活している方は、できるだけ次のポイントに気をつけて、

生活機能の低下の予防をこころがけてください。 

○ 毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう 

○ 動きやすいよう身の回りを片付けておきましょう 

○ 歩きにくくなっても杖などで工夫をしましょう 

○ 避難所でも楽しみや役割をもちましょう 

 

厚 生 労 働 省 


